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総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科（第 37回） 

 

日時 令和５年５月 29日（月）９：00～10：56 

場所 経済産業省本館 17階 第３共用会議室（オンライン併用） 

 

１．開会 

 

○若月政策課長 

 それでは、定刻になりましたので、総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会を開催い

たします。政策課長の若月でございます。 

 皆様におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

 まず、冒頭、すみません、事務局からの指示が不徹底でございまして、ドレスコードのほ

うをちょっと徹底できずに申し訳ございませんでした。 

 それでは、冒頭、部長の定光から一言、挨拶がございます。 

○定光資源・燃料部長 

 今、若月からありましたとおり、ちょっとすみません、ドレスコードを徹底できていませ

んので、役所は多分暑いと思いますので、もしあれでしたら、上着とかネクタイ、取られて

も構いませんので、どうぞ楽にお過ごしいただければと思います。 

本日は、足元のお悪い中、多数、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。前回、

２月に開催しましたけれども、その後の大きな動きとしては、札幌、広島でのＧ７機構エネ

ルギー大臣会合、そしてサミットということかと思います。ネットゼロに向けて多様な道筋、

バリアスパスウェイと言っていますけれども、が大事であるということ、それから、後で報

告しますが、天然ガスについては最終段階までもつれ込みまして、ひやっとする場面もあり

ましたけれども、今後も天然ガスへの投資が適切であるということが盛り込まれたところ

でございます。 

 本日は、いろいろ議題がありますけれども、今回、新しくご議論いただくテーマとして資

源外交がございます。ＧＸを目指していく中で、日本としての資源外交はどうあるべきか、

化石燃料、それから水素などの新燃料、鉱物資源と必要となる資源・燃料も変わっていく中

で、改めて全体を俯瞰してみて、どういう国がこれから重要で、どういう付き合い方が必要

になってくるかということについて、今回は、まず資源のエキスパートであるＪＯＧＭＥＣ

に提案をいただく予定です。ぜひ皆様からもいろいろご意見を頂戴できればと思っており

ます。 

 また、再エネ水素も関わりますので、オンラインで省エネルギー・新エネルギー部の井上

部長にも参加してもらっています。本日の議論を踏まえまして、次回以降、国の資源外交の

指針的なものをＪＯＧＭＥＣとともにまとめていきたいと考えております。 

 本日は限られた時間ではございますけれども、ぜひとも自由闊達にご議論をいただけれ
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ば幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。 

○若月政策課長 

それでは、本日の会議でございますけれども、久しぶりに対面の開催となりました。どう

してもご都合のつかない一部の委員の方、オブザーバーの方についてはオンラインとさせ

ていただいております。傍聴は取りやめとさせていただき、審議の模様はインターネット中

継を行わせていただいております。 

 それでは、隅分科会長に以後の議事進行をお願いいたします。 

○隅分科会長 

 皆さん、おはようございます。隅でございます。 

 足元のエネルギー価格は少し落ち着きを見せてきておりますけれども、外部環境は引き

続き緊張感の高い状況が続いていると思っております。 

 本日の会議におきましては、資源・燃料政策の課題と方向性についての情報アップデート

と備蓄目標といったこの会の定例議事に加えまして、資源外交やカーボンニュートラル燃

料についてのご論議をいただきます。 

 いずれも、我が国のエネルギー安全保障とＧＸの推進に向けて前倒しで取組を進めてい

くべき課題と認識をしております。今回は１年半ぶりのリアルな会ということで、大変多く

の方に参加をいただきましたので、ぜひ活発なご論議をいただければと思っております。 

 今日の会議では、議事次第に記載をしております四つの議題についてご論議をいただき

ます。 

 初めに、事務局から連絡事項と資料の説明をいたします。 

○若月政策課長 

 委員の異動でございます。本日より新たに委員といたしまして、独立行政法人エネルギー

金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の理事長、髙原様、また、東京大学副学長大学院経済学

研究科教授の大橋様にご参加いただいております。髙原様、大橋様、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、本日、二村委員はご欠席でございます。 

 また、オンラインに参加の方がございます。竹内委員、所委員、中西委員、縄田委員、西

澤委員、廣瀬委員、宮島委員はオンライン参加でございます。 

 また、途中でご退席される方のご連絡でございます。大島委員が９時 55分頃ご退席、竹

内委員も 10時頃ご退席、また、宮島委員が 10時 15分頃にご退席となってございます。 

 また、委員の中で、今日、西澤様の代理で中様にご参加いただいておりますけれども、西

澤様が 10時 15分頃にひょっとしてウェブ参加ができるということを承っておりますので、

ちょうどタイミングがよければ、その頃、ご意見をいただくときにはウェブからご意見をい

ただければと思ってございます。 

 また、オブザーバーの方々もウェブ参加の方はいらっしゃいますけれども、すみません、

説明は、詳細は割愛いたします。早川オブザーバーが 10 時半頃退席と伺ってございます。 



3 

 それでは、恐縮ですが、プレスの方々の撮影はここまでとさせていただきますので、プレ

スの方、よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、ありがとうございます。事務局からの連絡は以上でございます。 

 

２．議事・自由討議 

（１）資源・燃料政策の課題と方向性について 

（２）ＧＸを見据えた資源外交のあり方 

（３）ＣＮ燃料普及のあり方について 

（４）令和５年度から令和９年度までの石油・ＬＰガス備蓄目標（案）について 

 

○隅分科会長 

それでは、議事に移っていきますけれども、今日、資料３から６までございます。資料３

の資源・燃料政策の動向については事務局から、そして、資料４のＧＸなどの環境変化を踏

まえた今後の資源外交の課題認識と提言、これは髙原委員から説明をお願いいたします。そ

して、資料５のカーボンニュートラル燃料普及の在り方について、そして、資料６の令和５

年度から９年度までの石油ＬＰガス備蓄目標、これにつきましては事務局からご説明をし

ます。この最後の資料６が法律に基づく本分科会の決議対象となっております。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○若月政策課長 

 それでは、まず、最初に資料３、資源・燃料政策の課題と方向性について、簡潔に最近の

状況をご説明いたします。 

 本日、３点、足元の安定調達を巡る状況が最初でございます。 

 原油価格の動向は一時期に比べて大分落ち着きを取り戻してまいりました。また、天然ガ

ス価格についても同様でございます。 

 石炭価格につきましては、昨年の春頃からぐっと上がったまま、示しているとおり、高止

まりをしているという状況でございます。 

 また、ロシア関係のサハリン１、２からのＬＮＧにつきましては、ロシア法人化をされて

ございますけれども、きちんと安全保障上、重要なプロジェクトとして維持をしてございま

す。 

 最近の少し気になる動きといたしましては、豪州でございます。豪州の国内安全保障制度

（ＡＤＧＳＭ）が改正されまして、豪州国内がガス不足と判断された場合に、豪州が国内向

けを優先するという制度が４月１日から施行されました。 

 現時点の試算では、ガス不足にはならない見込みでありまして、日本向けの長期ＬＮＧ契

約には影響が出ない見込みでございますけれども、よくよく注視をしていく必要がござい

ます。 

 ７ページ目は、それに関係するプロジェクトでございます。日本がＬＮＧを輸入している
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量に占めるオーストラリアの割合は 42.7％でございますので、非常に重要だと考えてござ

います。 

 また、オーストラリアにつきましては、温室効果ガス排出削減制度、いわゆるセーフガー

ドメカニズムというものが改正をされる見通しでございます。温室効果ガスの排出上限値、

ベースラインを設定する制度でございまして、７月１日の施行が目指されております。ガス

田の新設の場合に、排出量ゼロにすることがベースラインとなりますので、こちらが日本の

関係するプロジェクトにどのように影響があるのか、ここは官民連携してよく対応してい

きたいと考えてございます。 

 また、石炭についてでございます。９ページにありますとおり、供給側ではダイベストメ

ントが進み、需要側でもなかなか見通しが困難ということでございますので、下に書いてあ

りますように、ダイベストメントの中でよく供給側の動向、特に日本が関係する高品位炭の

動向を注視する必要があると。また、需要については中・低品位炭の活用であったり、アン

モニア、バイオマスの混焼といったところ、様々なところを組み合わせていくということが

重要だと考えております。 

 また、冒頭、定光からご説明がありましたＧ７でございます。まず、Ｇ７環境大臣会合と

しまして４月 15日に札幌で気候・エネルギー・環境大臣会合が開催されました。10ページ

目にありますとおり、下のほう、赤線を引いてございますけれども、各国の事情に応じた多

様な道筋が共有されました。また、安全性、エネルギー安全保障、経済効率性、環境という、

Ｓ＋３Ｅの重要性が再認識され、一体的に地政学的リスクも含めて取り組むことがコミッ

トされました。 

 具体的には、個別分野でございます。12ページにありますとおり、２行目、２パラ目、水

素・アンモニアが明記されております。また、カーボンマネジメントというパラグラフにお

いてｅ－ｆｕｅｌやｅ－ｍｅｔｈａｎｅなどのカーボンリサイクル燃料の重要性が認識さ

れております。 

 また、ガスについては、グローバルサウスの国々への配慮、そして、将来のガス不足を引

き起こさないようにするためのガス分野への投資、この必要性が明記されております。 

 また、重要鉱物についても重要鉱物セキュリティーのための５ポイントプラン、こちらが

日本の提唱の下で合意されてございます。 

 また、13ページ目、自動車でございます。自動車も多様な道筋を認識するとともに、2035

年までにＧ７の保有車両からＣＯ２排出を少なくとも共同で 50％削減するということが言

及されてございます。 

 国際航空の分野でもＳＡＦの重要性が言及されてございます。 

 こちら、14 ページ目は重要鉱物について、Ａｎｎｅｘとして５ポイントプランが合意さ

れてございます。 

 また、ワークショップに関しては、ＣＣＵ・カーボンサイクル技術に関するワークショッ

プというものも合意されてございます。 
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 この札幌での大臣会合がそのままＧ７の広島サミット、首脳級の会合でもそのまま連続

して取り上げられました。詳細は割愛いたしますけれども、③の部分、「多様な道筋」とい

うキーワードであったり、⑥各論の省エネからＣＣＵＳに至るまで、Ｇ７の札幌コミュニケ

と同様の内容のものが首脳級でも合意されてございます。 

 また、18ページ目、前回の分科会で示した方向性、包括的な資源外交については、本日、

この後、資料４に基づいて髙原様から、またカーボンリサイクル燃料についてもこの後、資

料５に基づいて、事務局からご紹介をいたします。 

 また、ガソリンの激変緩和事業でございます。この分科会でも様々ご意見をいただいてき

たところでございます。 

 20 ページ目のグラフをご覧いただきますと、点線の補助がない場合、国際的な油価上昇

を踏まえて１リットル、一時は補助がなければ 200円を超えていたような、非常にレギュラ

ーガソリン、価格高騰が見込まれていたところ、本激変緩和制度によって大幅に抑制をされ

まして、下の実線価格の全国平均価格については 170 円前後でフラットに推移させること

ができました。直近の支給額は、原油価格の落ち着きを踏まえて 11.1円でございます。 

 これまでの制度の変遷でございます。21 ページ目、補助の上限額、当初５円でスタート

いたしましたけど、一時期は 35円プラス２分の１という形で拡大をしてまいりました。そ

れに応じて一番下の予算額も積み増してまいりましたが、一番右上、ちょうど先週の金曜日

に発表いたしました、今後、来月の６月以降は段階的に補助を縮減する、25 円以下の部分

を段階的に縮減するということで発表させていただきました。非常に全国平均価格を抑え

て経済活動に対する激変を、影響を緩和できたと考えてございます。 

 こちら、段階的な縮減の詳細でございます。 

 最後に、「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」でございます。４月 28日に政府全体で第

４期の海洋基本計画、５年に一度の計画が閣議決定をされました。通例に基づきまして、こ

の政府全体の計画に基づきまして、資源エネルギー庁に関係するメタンハイドレートであ

ったり、海底熱水鉱床などなど、今回はＣＣＳも関係いたしますが、この「海洋エネルギー・

鉱物資源開発計画」を策定する予定でございます。年度内に具体化をしていきたいと考えて

おりますので、またこちらの分科会でもお諮りしたいと考えております。 

 こちらが全体像でございます。 

 以上でございます。 

 では、続きまして、資料４について、ご説明をいたします。 

○髙原委員  

 髙原でございます。資料４をご覧ください。 

 新たな資源外交の必要性というのは、定光資源・燃料部長がおっしゃられた問題提起だと

思うんですけれども、私もまだＪＯＧＭＥＣに参って２か月ぐらいなんですが、極めて新し

いタイプの資源外交の必要性というのを痛感いたしております。 

 なので、今日、それも含めて、お話を申し上げ、今後の議論の土台としていただければと
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思っております。 

 最初のページです。右肩の１というところをご覧ください。ここに幾つかの茶色で枠に入

れておりますけれども、例えば化石燃料とか鉱物、鉱物リッチな国の方と話をしていても、

すぐ話が水素になり、それから、グリーン電力が話題になり、それからサプライチェーンを

ちゃんと自分の国の中に持ってきたいという話になりますし、それから、国家間の政策競争

というのはすごく激しくなっていて、アメリカ、あるいはＥＵ、そして、もともとある中国

との関係、極めてクリティカルな状態になっていると思います。 

 こういったことから、新たな資源外交の確立の必要性というのは極めて大きいというふ

うに思っておりますが、２ページ目、右肩の２のところを見ていただくと、これ、外交です

から対象国が必要になってくるわけですが、対象国をどういうふうに特定していくかとい

うことがあるわけですけれども、分析の対象国を選定したり、３ページに書いてございます

けれども、ある程度、類型化を試みております。これ、まだ途中でございますので、改めて

また整理をしてご提出を申し上げたいと思っております。 

 右肩の４のスライドに移っていただくと、やや結論めきますけれども、まず、私自身、Ｊ

ＯＧＭＥＣを振り返ってみて、新しいタイプの資源外交をしっかりやっていく体制という

のは、まず全くできていない。むしろ、例えばどこの国と資源について話し合うということ

があると、既存の例えば企業の関係、企業がどのように進出をしているかということを集め

て、そしてこれを取りまとめて、先方にリスクマネーの供給の用意があるというようなこと

を含めて申し上げるといったようなことが普通のケースで、相手方の、先ほど申し上げたニ

ーズであるとか、国際環境の中におけるニーズには十分応えられないので、まずＪＯＧＭＥ

Ｃにこの体制をつくりたいと思っております。 

 そして、これを同時に、この一番上に書いてありますけれども、情報発信をして、なるべ

く多くの皆様の目に触れるようにして、この問題提起というのをしていきたいと思ってお

ります。 

 官民の取組に書いてございますけれども、協議チャネルの場で、１に書いてある包括的な

協力メニューを提示すること、これをやっていきたいと思っております。 

 実は、外務省の国際協力局長から、つい先々週、お話があって、ＯＤＡを資源外交の文脈

で一緒に協力をさせてほしいというオファーがありました。これ、経産省にもとりあえずお

伝えをしましたし、経産省もそのような対策に取り組んでくれると思いますけれども、ＯＤ

Ａの活用というのも一つのメニューの追加案になるのではないかと思っております。 

 ４に書いてありますとおり、資源国の持続可能な成長に配慮した、例えば、今、重要鉱物

の話が非常に話題になっておりますけれども、官民でどういうふうにリスクを分担してい

くかという検討、さらに抜本的にする必要があると思っておりまして、「ＪＯＧＭＥＣの機

能について」という下の欄ですけれども、これ、決意表明ですけれども、重要鉱物のサプラ

イチェーンの再構築に向けた主体的なリスクテイクというのをしていかなくてはいけない

と思っております。 
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 これまでは、基本的にどこかの企業が進出を検討しておられる場合に、そこを補完するよ

うな形で出資をするというような形を取ってきたわけですけれども、場合によっては、国家

間の競争の状況、先方の国のニーズに応じて、自らＪＯＧＭＥＣが単独で取りにいくような

ことも検討しなくてはならないのではないかということを思っております。 

 スライドの５以下でございますけれども、金属鉱物ですとか、６であると化石燃料の需要

見通し、あるいは、新燃料の需要見通しが７等々に書いてございます。 

 これは後でご参照いただくとして、９ページでございますけれども、幾つかのほかの各国

の状況を書いております。例えば、一つ大きな影響を与えているのはやはりＩＲＡで、日本

の企業の方々とお話をしていると、ＩＲＡが非常にジェネラスで積極的に、一定の条件はあ

るんですけれども、明確な条件の下に適用されるとここがビジネスチャンスになり得ると

いうことで、アメリカのマーケットに対する興味が非常に上がっているのを感じます。 

 これは、資金、あるいはヒューマンリソースのことを考えると、やはりここに対してどう

いうふうに、対峙というのではないんですけれども、協力ないし、これをしっかりと認識し

ていくかということが重要になると思います。 

 10ページ、11ページはヨーロッパでございますけれども、ＥＴＳのあるようなヨーロッ

パにおいては、ここをバックにしながら、あるいは特定の国々との、例えばアフリカなどと

の強い関係をベースに、やはりこれ、パッケージ化していろいろな提案を出そうとしている

といったところが感じ取れます。 

 それから、スライド右肩の 12は中国でございますけど、これはあえて言うまでもないん

ですけれども、デカップリングの国際状況も反映して、さらにアグレッシブになってきてい

るという感じがございます。 

 スライドの 13、あるいは 14、大変政府によってご苦労いただいたんだと思いますけれど

も、Ｇ７や、あるいはＡＺＥＣなどの仕組みの中で、これらの資源外交の必要性、特にＧＸ

ということを前提にした新しい外交の必要性というものが世界的な動きからもエンドース

をされるというふうに思っております。 

 16 のスライドを見ていただきますと、ややまとめに入っていくんですけれども、こうい

った政府が資源外交で前に出るためには、やはり各国の事情の把握だとか分析といったも

のがさらに重要度を増してくると思います。 

 これはＪＯＧＭＥＣだけではできることではないので、もちろんＭＥＴＩにも、こういう

体制をつくっていただいて考えていただくことが重要だと思いますが、それ以外にも例え

ば寺澤理事長がおられますけれども、エネ研ですとか、それから、あるいは国の事情という

ことですと、必ずしもエネルギーにフォーカスしている場合だけではないんですけれども、

ＪＥＴＲＯだとかですね。それから、さらに、インターナショナルに最近、鉱物なんかの議

論を始めたＩＥＡですとか、それからヨーロッパ、ＥＵのコミッションですね、などともち

ゃんとした議論をした上で、どういったようなものについて、どのようなアプローチが必要

かということをしっかりと議論をしていくことが、これはまた同時に重要だと思っており



8 

ます。 

 スライド 17に分析の対象国というのを幾つかベン図のような形で整理してございますけ

れども、18 にあるような国の特性の類型化をしながら、このようなアプローチをさらに強

めていきたいというふうに思っております。 

 幾つかの国、代表的な例として、21 スライドからの例えばＵＡＥですとか、オーストラ

リアですとか、アフリカではザンビアですとか、そういう例を並べてございます。 

 26 のスライド、やや結論めきますけれども、全体として言えば、先ほど申し上げたとお

り、こういったことの議論を十分に内外に情報発信をしていくこと、これはＭＥＴＩととも

に一生懸命やっていきたいと思います。 

 それから、各国に対する包括的なメニューの提示、これを目標にしてやっていきたいとい

うこと。 

 それから、その裏づけとなる政策の充実、リスクテイクの幅を大きくするということが必

要だと思いますので、これについても支援の関連の予算の充実を含めてやっていきたいと

思います。 

 そして、その前提として、確固たる分析を国際協力、内外の機関と一緒にやりながら、確

固たる前提たる情報の整理、認識というのをしっかりとやっていきたいというふうに思っ

ております。 

 ＪＯＧＭＥＣ自身がまだこの体制を、これから問題提起をいただきましたので一生懸命

やっていくつもりでございますけれども、非常に広くご協力いただかなくちゃいけない機

関が内外にございますので、また皆様方のご協力もいただきながら、資源外交を進めるとい

うことにさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○細川石油精製備蓄課長 

 それでは、事務局からお手元資料５に基づいてご説明いたします。 

 カーボンニュートラル燃料、こちら、いわゆる合成燃料とＳＡＦ、航空機燃料でございま

すが、これらの普及にはやはり需要側との連携が不可欠ということで、お手元１ページにご

ざいますような、それぞれ官民協議会を設置しまして、普及のための在り方、議論してきた

いということでございまして、いずれも今月、中間取りまとめということになりましたので、

そうした内容のご報告をさせていただくとともに、今後の具体的な施策の方向性について

ご意見を賜れればと思います。 

 まずは、合成燃料（ｅ－ｆｕｅｌ）でございます。合成燃料については、ご案内かもしれ

ませんが、３ページにございますように、いわゆるＣＯ２と水素を合成して製造される人工

的な燃料ということでございまして、液体燃料としての様々なメリット、インフラの活用等

ができるということでございますが、一方でやはりコスト、特に水素に依存しますが、価格

が高いということでございますので、このコスト削減が必須ということでございます。 

 そうした観点から、４ページにございますとおり、いわゆる２兆円グリーンイノベーショ
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ン基金を通じまして、コストの削減に向けた高効率かつ大規模な製造プロセスの技術開発

を進めているところでございまして、そのスケジュール感としましては、下にございますよ

うに、30年までに技術の確立、そして、右側 2040年までに商用化ということを、今、目指

していたという現状でございました。 

 一方で、こうした方向性につきまして、５ページにございますとおり、各所から様々なご

意見をいただいたところでございます。 

 まず、先ほどの 2040 年という目標、車の世界では 2035 年という数字がもうキーワード

になっているということでございまして、これと不整合ではないか、合成燃料が出てきたと

きには、もう電動車だけになっているのではないかというようなご懸念という意見をいた

だいてございます。 

 そういった観点からも含め、②でございますが、とにかく早く少量であっても実際にｅ－

ｆｕｅｌ、合成燃料が使えることを示していくべきではないか、この場合、様々なプレーヤ

ーを参画できるような仕掛けが必要ではないかということでございます。 

 あわせて、環境整備として国際ルール、国境をまたいで輸出入した場合のＣＯ２の削減効

果の取扱い、あるいは、国際的な認知、あるいは情報収集等の機能が不十分ではないかとい

うご指摘をいただいたということでございます。 

 特に商用化の目標につきましては、６ページ、７ページにございますとおり、いわゆるＧ

Ｘの基本方針、こちらのほうでも右上にございますように、商用化の前倒しを追求という、

そういった指摘をいただいているところでございます。 

 こうした観点から、今回、方向性、８ページで大きくまとめさせていただいています。上

の赤い部分、こちらがいわゆる大規模高効率ということで、こちらで相当な規模、あるいは

コストの低減を図っていくということで、こちらにつきましては、さらなる支援の拡充を通

じて前倒ししていきたいということでございますし、下のオレンジですね、小規模でも早く

出していくということで、国産、あるいは海外でのプロジェクトというものへの参画という

ことも通じて、早期の実装をしていく。 

 一方で、まだ値段について若干、どうしても差分が出てくるところというところもありま

すので、こういったところ、紫の社会実証など、しっかり社会として受け入れる、そういっ

た体制もつくっていくということで、下にありますような 2040年ではなく、2030年代前半

までの商用化を目指すという方向性をお示しさせていただいた次第です。 

 ９ページ以降は、具体的な内容ですので、10 ページにありますような北海道での余剰電

力の取組、あるいは 11ページにございますような再エネ、豊かな南米での取組、こういっ

たところを紹介させていただいてございます。 

 そして、まだ引き続き、今回、全体の方向性、早期商用化をお示ししたところですが、ま

だ課題が引き続きございまして、14 ページでございますが、こうした方向性をさらに裏づ

けるような、例えば制度的な枠組みが必要ではないか、あるいは、ｅ－ｆｕｅｌ、早く出す

にしても、もっと早く出していけるバイオ燃料を活用して、内燃機関、こちらを通じた脱炭
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素化を図っていく可能性を追求していくということで、これは、これまでの枠組みに収まら

ないので、新たな会議体の設置も検討してございます。 

 すみません、ＳＡＦでございます。ＳＡＦにつきましては、航空に関する国際規制を満た

していくというために必要な量、10％ということで目指してございますが、こちらに必要な

需要量、あるいは供給量というところ、需給のすり合わせで一定程度の確保の見込みができ

たということでございます。 

 ただ、一方で、これを確実にしていくための環境整備が必要ではないかということで、ア

メリカ、欧州の例も参考にしながら、我が国にふさわしい支援の在り方を考えていくという

ことです。 

 18 ページにございますように、とにかく今、廃食油を中心としていますが、今後、どう

してもそれだけでは足りないということで、原料の確保、あるいは、それに合わせた技術の

開発というのを並行して進めていかなければならないということでございます。 

 特に原料については、海外からの調達ということも今後重要になってまいりますので、我

が国としてのＳＡＦの拡大に向けた方向性、これを示していく必要があろうかなというこ

とでございまして、大きく 19ページにまとめさせていただいていますが、いわゆる「エネ

ルギー供給構造高度化法」、こちらのほうで 10％の供給、これをちょっと義務として設定さ

せていただく。その場合には、航空側とも数字のちゃんと連携を図るということでございま

すし、こうした規制に対応した形でしっかり支援もさせていただくということで、ＣＡＰＥ

Ｘ、特に現状サプライチェーンのところを重点的に、あるいは、ＯＰＥＸ、税の減免も検討

ですし、技術開発は引き続きさせていただくということで、国際的に競争力のある価格のＳ

ＡＦの供給を目指していきたいということでございます。 

 最後に１点だけ、今のこの瞬間、廃食油、非常に確保が難しいというところ、海外に出て

いくところを何とか国産に振り分けられないかということで、その他のバイオマスも含め

て、農水省さん、環境省さんとアクションプランとしてしっかり原料も確保していきたいと

いうことでございます。 

 長くなりましたが以上でございます。 

○古幡石油備蓄課企画官 

 それでは、続きまして、資料６、令和５年度から令和９年度までの石油・ＬＰガス備蓄目

標について、ご説明をさせていただきます。 

 まず１ページ目でございますが、石油備蓄の現状、前年度と場所等は特に変わっておりま

せんけれども、後ほどご紹介しますが、ＩＥＡとの協調の放出、備蓄の放出が昨年ございま

したので、その結果、日数が若干減っているような状況でございます。 

 それから、３ページ目、今度はＬＰガスの備蓄のほうでございます。こちら、国家備蓄、

特に変更ございません。民間備蓄は昨年よりもちょっと増えているような状況でございま

す。 

 ５ページ目になりますが、石油備蓄法第４条がございまして、こちらで５年間の備蓄目標、
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これを定めるものでございまして、数量と、それから新しく貯蔵施設が必要かというような

ことをお諮りすることになっております。 

 ６ページ目に現在の備蓄目標を記載させていただいております。まず、石油について、以

下の量を下回らないものということで、産油国共同備蓄の２分の１と合わせて輸入量の 90

日分（ＩＥＡ基準）程度に相当する量。それから民間備蓄につきましては、消費量の 70日

分に相当する量。新しい貯蔵施設はありません。 

 それからＬＰガスについては、以下の量を下回らないものとして、国家備蓄の 50 日分、

輸入量の 50 日分、民間備蓄は輸入量の 40 日分。新しい施設もなしというような目標を立

てさせていただいているところでございます。 

 ここから先は最近の情勢についてご説明をします。 

 石油の需要は少しずつ減少していくような見通しではございますけれども、９ページ目

をご覧いただきますと、石油の中東依存度をお示ししております。ロシアに対する石油依存

度は 21年度に比べまして下落をしておりますけれども、その反面、中東依存度はさらに高

まっているという実態がございます。中東の情勢が不安定化すると、原油調達の不確実性が

高まってございます。 

 10 ページ目、いろんなニュースをまとめさせていただいておりますが、いまだにいろい

ろな事案がございます。 

 それから 11ページ目でございますが、我が国周辺海域を取り巻く情勢ということで、昨

年の 12月、国家安全保障戦略が閣議決定されております。ここでシーレーンという言葉が

非常に多く使われておりまして、シーレーンに対する脅威というのは認識されているとこ

ろです。我が国の石油供給、そして、備蓄の必要性もこのシーレーンの確保によって大きく

左右されるものというふうに考えております。 

 それから 12ページ目でございますが、昨年のロシアのウクライナの侵攻に起因しまして、

石油の備蓄の放出を行わせていただきました。３月１日と４月１日、２回、ＩＥＡでの臨時

閣僚会合が開催されまして、２回、合意をしたということで、１回目は我が国は 750万バレ

ルの備蓄を民間備蓄の義務量を減らすことによって放出をいたしました。 

 ２回目、４月でございますが、これは国家備蓄の 900 万バレル、それから、民間備蓄の

600万バレルを放出ということで、これは民間備蓄はやはり義務量を減らしたということな

んですけれども、国家備蓄に関しましては、制度開始以来、1978 年に国家備蓄は始まって

おりますが、開始以来初めて国家備蓄の基地から放出をさせていただいております。９月ま

でに国家備蓄は全て引渡しが完了しております。民間備蓄の義務量の引下げはいまだに継

続しているところでございます。 

 次に、ＬＰガスの状況ございます。ＬＰガスの中東依存度は非常に下がっております。ア

メリカが多く、アメリカからは増えております。 

 ただ、次のページをご覧いただきますと、真ん中のグラフになりますが、アメリカから増

えている一方で、中東、ロシア、アルジェリアといったところからの世界に対する供給は多
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く、また、中国やインドの需要量が非常に多くなっておりますので、こういった国との競合

が困難になる可能性もあるというふうに考えられます。 

 ＬＰガスは災害にも強いという側面がございまして、17 ページ目になりますが、補助金

で私どもが自衛的な燃料備蓄、例えば病院、あるいは福祉施設などでのＬＰＧの備蓄をサポ

ートさせていただいております。 

 それから、次の備蓄目標についてですが、先ほど申し上げたような状況を踏まえまして、

引き続き万全の備えを維持していく必要があると考えておりまして、20 ページ目になりま

すが、現在と同じ目標、石油、ＬＰガスとも同じような目標にしたいと考えております。 

 ただ、「次期エネルギー基本計画」に向けて新たな検討会を設置したいと考えております。

具体的には、21 ページになりますけれども、実際の放出も完了しましたし、国際環境、脱

炭素化の動きもございます。こういったところから国家備蓄の適正な配置、適正な日数、油

種の構成、それから一番下になります、カーボンニュートラル進展に伴う新燃料拡大に向け

ての備蓄施設の利活用、こういったものを検討しまして、本分科会に報告させていただくと

ともに、「エネルギー基本計画」にも反映してまいりたいと考えております。 

 22 ページ目は、ちょっと割愛させていただきまして、例えば 23 ページ目になりますが、

原油のタンクはメチルシクロヘキサン、これ、水素を運ぶための媒体として活用が期待され

ているＭＣＨと呼ばれるものですが、ＪＯＧＭＥＣがこのＦＳ調査を実施しているところ

でございます。 

 24 ページ目、ＬＰＧの低温タンクをアンモニアに転用するようなことも検討されており

ます。これがさらに活用可能性が高まることを期待しております。 

 最後、25 ページ目になりますが、これまで本分科会の下部組織である石油市場動向調査

ワーキンググループにおいて、毎年度、経済見通しを踏まえながら、「石油製品需要見通し」

を策定し、公表してきたところでございます。今般、新たな検討会が立ち上がることに合わ

せまして、本ワーキンググループは廃止することとしたいと考えております。 

 なお、「石油製品需要見通し」に関しましては、当面は、審議会ではない形で継続して策

定しつつ、今後の在り方は、備蓄目標の検討と併せて検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に移ります。ご意見のおありの方は、手元の名札を立てていただきます。

また、オンラインの参加の方は、Ｔｅａｍｓの挙手ボタンを押していただくようお願いをい

たします。なお、ご発言は、各自３分半程度でお願いいたします。前回と同様、時間が経過

をいたしましたら、事務局がベルでお知らせをいたします。 

 なお、皆様からのご発言、ご意見、ご質問に対する事務局からの回答は、皆様のご発言が

一巡したところでまとめて行わせていただきます。 

 それでは、お願いいたします。 
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 それでは、まず、所委員からお願いいたします。 

○所委員 

 発言の機会をいただきましてありがとうございます。時間も限られておりますので、１点

のみ発言させていただきます。 

 鉱物資源の資源循環の重要性については、これまでも繰り返し述べさせていただいてき

たところでもありまして、資料中でもリサイクルの促進という形で言及いただいていると

ころですけれども、この数年でのカーボンニュートラル、あるいは、サーキュラーエコノミ

ーへの各国の取組の強化の流れも受けて、さらに足元での重要性が急速に増しているよう

に感じております。 

 特に、以前は最終処分場の逼迫とか適正処分という形でリサイクルを促進するというよ

うな側面が強かったんですけれども、足元では既に資源戦略の中の主軸になってきており

まして、特に日本では、素材やものづくりを支えるために、質のよい二次資源を、もはや世

界的に争奪戦になっているというような状況になっているのではないかなと感じておりま

す。 

 逆に言えば、適切に質のよい二次資源を日本に市場を形成するという何らかの積極的な

議論、施策を考えていかなければ、世界の中でこの動向に取り残されてしまうというような

状況ではないかなというふうに考えております。 

 したがって、日本のこの素材やものづくりの資源の戦略として、国際的な資源外交も含め

て、このことは一次鉱物資源と同様に、それなりのリスクを伴うことですので、積極的な対

応を議論すべきときに来ているのではないかということを発言させていただきます。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 所さん、ありがとうございました。 

 それでは、大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員 

 すみません、ありがとうございます。今日、ちょっと都合で、途中で退席するものですか

ら、先にご指名いただいてありがとうございます。３点、申し上げます。 

 まず第一は、Ｇ７サミットの概要をいただきましたけれども、各国の事情に応じて多様な

パスウェイを認識しつつ、2050 年ネットゼロに向かうという方向性が確認されたことは大

変重要なことだと思っています。 

 特に 2050年後の世界と、そこへ向かうまでのトランジションは、相当程度異なっている

ということをしっかり関係者で認識した上で、それを資源調達にも反映させていくという

ことが重要だと思います。 

 その点で、２点目ですけれども、今回、資料４でＪＯＧＭＥＣから官民一貫での資源外交

の展開の重要性を改めて基本的考え方として示されたという点は心強いことと思っていま

す。 
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 他方で、官の動きに民がしっかりついていくというために、単なる支援だけでよいのか、

あるいは規制的手法、あるいは制度的仕組みなど、再構築が必要なのかどうか、要検討だと

思っています。 

 例えば 2020年度で完結した電力システム改革では、小売の自由化と発販の分離によって

長期契約のボリュームそのものを確保することは困難になってきていると思います。それ

にトランジションの明示的な方向性がないというＧＸの影響で、需給逼迫が恒常化してい

るということではないかと思っています。 

 政府の取組が我が国全体の取組になるように、資・燃部が下流の政策分野にもしっかり問

題意識を共有していただいて、制度や規律づくりにも関与していただくということが必要

ではないかなというふうに思っています。 

 ３点目は、カーボンニュートラルの燃料についてであります。とりわけ、ＳＡＦについて

は、今後、今回国際航空についての見通しをいただきましたけれども、恐らく国内航空にも

広げていくことにもいずれなるんじゃないかということになりますと、さらに需要は伸び

続けることになるのかなと思います。 

 他方で、廃食油、バイオエタノール、あるいは、ごみなど、様々な原料とそれに応じた技

術がありますけれども、全てほかの行政分野とまたがる論点であり、他府省とのしっかりと

したコミュニケーションを資・燃部が音頭を取って進めていただくことが重要だと感じる

ところ、そうしたことを実際に官民協議会などを通じてやっていただいているというのは

大変すばらしいことだと思っています。 

 バイオ燃料は、例えばサトウキビで言いますと、生産補助金とぶつかるところがあります。

また、過去の実証の経験からエタノールをつくることに対して、躊躇する向きもあると思い

ます。 

 他方で、これを黒糖というふうに限定すると、農業政策と切り離して沖縄地域振興として

進められるようになります。また、自国の消費専用として海外生産をするような取組は、経

済安保の取組を国内で閉ざさず、海外にも広げていく上で重要な視点になるというふうに

思います。 

 合成燃料にしてもＳＡＦにしても、ＧＩ基金などを通じて研究開発が急務だと思います

けれども、事業者の取組にモラルハザードが起きないように、また、制度設計やプロジェク

ト管理を資・燃部でもしっかり見ていただきながら、自らの施策の閉じ籠りがちな各府省の

施策をしっかりつないでいただくような立ち回りを資・燃部様に強く期待しているところ

です。 

 以上となります。ありがとうございます。 

○隅分科会長 

 はい。大橋委員、ありがとうございました。 

 それでは、寺澤委員、お願いいたします。 

○寺澤委員 
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 私のほうから大きく３点、申し上げたいと思います。 

 一つはＬＮＧです。今回のエネルギー危機で最も脆弱性をあらわにしたのがＬＮＧだっ

たと思います。幸いにして、ヨーロッパに比べて日本の影響は相対的に限られていたのは、

長期契約のおかげだったと思います。 

 ただ、ご案内のように、時間がたつと長期契約はエクスパイアしていくので、着実に長期

契約を確保するということが重要だと思うんですけれども、この１年を見ると、長期契約の

主体、プレーヤーというのはメジャーとヨーロッパ勢、中国勢ということで、日本勢はなか

なか入ってこない。一つの原因は、ＬＮＧのサプライヤーは長期のコミットを求めるのです

けれども、日本のユーザーはやっぱり先行きが不透明なので、そんなに長いコミットはでき

ない。このギャップがあるために、日本勢の長期契約が難しくなってきています。このギャ

ップをどうやって縮めていくのか、これに真剣に取り組むタイミングだと思います。 

 ＬＮＧはもう一つ潜在的なリスクがあります。最近いろいろな国際会議、安全保障の会議

に出ると、東アジアにおけるジオポリティカルなリスクの高まりというのを本当にみんな

議論しています。仮にこのリスクが現実のものになった場合に、特にＬＮＧのサプライは大

丈夫なのかということを真剣にアセスする必要があると思います。 

 もちろん、これは、ＬＮＧだけではないのです。ただ、石油とかＬＰＧはまだ備蓄がある

という中で、ＬＮＧは国内の在庫は限られています。特に、ＬＮＧについてこういうリスク

が現実化したときに、どうやって供給セキュリティーを確保するのか、やはり真剣に考える

べきタイミングかなと思います。 

 二つ目に、ｅ－ｆｕｅｌです。細川課長の方向性は共有するんですけれども、事態はもっ

と緊迫していると思うんです。まずは、スピードです。一つのコンペティターはバッテリー

ＥＶなんですけど、やはりこの勢いはすごく激しく、どんどん進んでいると。一日も早くこ

のｅ－ｆｕｅｌがクレディブルなオルタナティブであることを示さない限り、乗用車市場

というのはバッテリーＥＶに席巻されるということであるので、前倒しというのはいいん

ですけれども、それをもっと加速し、みんなが e-fuelをクレディブルに信じなきゃいけな

いということは必要だろうと思います。 

 そのためには、国際的なアライアンスが必要だと思います。ｅ－ｆｕｅｌをつくる企業、

国、使う自動車産業、それに関連する国、このアライアンスがない限り、なかなか進まない。 

 さらに、私も国際会議に行くんですけど、水素・アンモニアはよく聞くのですけれども、

ｅ－ｆｕｅｌについて聞くことはほとんどありません。国際的認知度でいうと、大きくギャ

ップがあります。国内で協議会をやるのは全然構わないのですけど、国際的な枠組みづくり、

アライアンスづくりで大きく遅れているということの強い危機感がないと、全く取り残さ

れるんじゃないかというふうに思います。 

 その際に問われるのは、コストは大丈夫なんですかと。これについては先ほどいろいろ、

ロードマップはありましたけど、それをみんなが信用できるぐらいのクレディビリティー

がないと、誰も動かない。また、合成燃料をつくるためにＣＯ２が必要なんですけど、長期
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的にどうやってそのＣＯ２を安定的に確保できるのか、そういう二つの疑問にクレディブル

に答えない限り、誰も動かない。これは、ポンチ絵の世界じゃなくて、世界がそれを信じる

かどうかということなので、ここにおいて大きなギャップがあるということだろうと思い

ます。 

 最後に３点目、資源外交です。とても重要な視点です。これまでの資源外交、極端に言う

と、石油とガスについて中東相手だったわけですけれども、これからは水素、それからクリ

ティカルメタル、あるいはＣＣＳと広がっていくわけです。先ほど髙原理事長も 24か国の

分析をされましたけれども、これだけ範囲が広がり、相手国が広がると、資源外交の体制の

抜本的強化が必要だと思います。いろんな課にまたがりますけど、誰が責任者なのか、明確

化する必要がある。それを支える人的リソースも強化する必要がある。エネ庁だけでは進ま

ない。通政局、製造局も入れた経産省全体、さらに外務省とも連携し、さらにＪＯＧＭＥＣ

とか、ＪＥＴＲＯ等の関係政府機関、さらにいろんな関係する団体とトータルに連携したオ

ールジャパンで一体となった面的な資源外交というのがやはり問われていると。そうしな

いと、新しい資源外交にはとても対応できないと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 寺澤さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで参加の竹内委員、お願いいたします。竹内さん、聞こえますか。 

○竹内委員 

 はい、ありがとうございます。私の声、届いておりますでしょうか。 

○隅分科会長 

 はい。届いております。 

○竹内委員 

 ありがとうございます。すみません、私もちょっと地球環境小委と重なってしまって、瞬

間移動できるようにオンラインにさせていただいておりまして、申し訳ございません。こち

らから、発言をさせていただきます。 

 今回の重要なポイントは、資源外交の新たなフェーズに入るというようなところだとい

うふうに思いますので、ここを中心にコメントをさせていただきます。 

 エネルギーの安定供給には大きく分けて設備投資と燃料調達、この二つがそろう必要が

あるわけですけれども、これまで長年、総括原価方式によって設備投資を確保してきた我が

国においては、燃料調達確保というのがエネルギー政策の非常に大きな重心を占めており

ました。そういった点では長い歴史があるというふうには思いますが、ここからグリーン水

素など、調達すべき資源や鉱物も変わるというようなことで、改めて資源外交の再構築とい

うものが求められている、このフェーズにおいて、こうした方針が出てきたということは歓

迎をしたいというふうに思います。 

 ただ、今、寺澤理事長からもご発言がありましたけれども、やはりスピード感といったと
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ころでございます。ＢＮＥＦの「Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｅｃｏｎｏｍｙ Ｏｕｔｌｏｏｋ」な

ども示しておりますけれども、世界の大半の国は自国の電力で水素を賄うことは可能だと

いうことですけれども、残念ながら日本は不足をするとみられる国の一つでございます。 

 そうすると、水素の国際取引に乗り遅れるということになりますと、日本は引き続き海外

から高い資源を購入するということになるということで、同じように不足すると見られて

いる韓国などは、安いグリーン水素のプロジェクトをもう既に押さえにかかっているとい

う話も海外の方等々と話をしていると耳にいたします。ぜひクイックに、かつ官民研究機関

など連携をしてやっていただくということをお願いしたいというふうに思います。 

 加えて、この動きの価値なんですけれども、Ｇ７でのポイント、非常にＧ７でのコミュニ

ケはいい形でまとまったというふうに思いますけれども、多様なパスを認めつつ、手段を絞

るのではなくて、カーボンインテンシティというようなところ、これを指標とするという制

度設計を進めたというところだと思います。 

 ある意味、正々堂々とした分かりやすい論になったわけですけれども、ただ、ここからそ

れぞれの技術で具体的な計り方などによっていろんな有利、不利も出てくる。各国制度との

調和を目指すとおっしゃっていただいておりますけれども、ぜひこうした制度設計を国際

的にしっかりしたものにしていく、我が国の産業界にとっても使いやすいものにしていた

だく上でのここでしっかりとした動きをお願いできればというふうに思います。 

 ここで、また寺澤さんもおっしゃっていたので重なってしまいますけれども、道を切り開

く、資源外交の道を切り開く、支援するということは官ができること、すべきことですけれ

ども、結局、エネルギー事業者の事業の予見性とリスクテイクする余力を上げていかなけれ

ば、意味のある制度になっていきません。 

 今、何回か前の資源・燃料分科会でも資料をご提出申し上げましたけれども、自由化と再

エネ大量導入が重なったことで、大手電力会社の天然ガス調達の長期契約が急速に減少し

ている状況にあります。国内の体制をこのままにして資源外交の立て直しといっても、実現

性、有効性に乏しいというところがあるというところは、改めて申し上げたいというふうに

思います。 

 最後に１点だけ、水素の戦略、今ちょうど 2017年に立てた世界初のものをリバイスする

ということで議論をされております。ここで申し上げることではないかもしれませんけれ

ども、今回での議論と平仄を合わせるといったようなところで申し上げたいのが、やはり国

内でのグリーン水素の乏しさというところをどう克服していくかというところが一つ大き

な論点になるはずでございまして、水素戦略の中に、本来、原子力による水素製造といった

ようなところについても触れていただくということが、平仄を合わせる上でも重要ではな

いかと思いますので、補足をさせていただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○隅分科会長 

 竹内さん、ありがとうございました。 
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 それでは、島委員、どうぞよろしくお願いします。 

○島委員 

 森・濱田松本法律事務所の島でございます。私からも３点、コメントをさせていただきま

す。 

 １点目は、包括的な資源外交についてです。髙原委員からも課題認識と提言として非常に

丁寧で網羅的な検討がなされており、非常に賛同いたします。 

 これまでの資源外交では立ち行けないというのは、髙原委員がおっしゃるとおりで、寺澤

委員がおっしゃった面的な資源外交がまさに妥当すると思います。 

 面的な外交については、安倍政権以降、インフラ輸出を日本が推進していこうといろいろ

模索したけれども、なかなかうまくいかない、といった場面に業務上接してきました。 

 途上国では価格競争に巻き込まれる。先進国では標準化に阻まれてる。そのような課題に

取り組む国交省国土交通政策研究所の面的開発に関する検討会などにも参加させていただ

いた経験も踏まえ、やはり自分で土俵をつくっていかなければ駄目なんだと認識するに至

っております。 

 土俵をつくるためには、単体の技術を提供するのではなくて、複合的に技術を組み合わせ、

新たな生活なり、産業なりのコンセプトをつくって、相手に提示していく。価格競争に巻き

込まれない、技術の組み合わせとコンセプトでの勝負といったところに、日本の強みという

のが出せるのではないかと思います。 

 それを実現するためには体制が非常に大事で、資源エネルギー庁やＪＯＧＭＥＣだけで

できることではない。現地の大使館、ＪＥＴＲＯ、ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＩＣＡ、ＪＯＩ

Ｎ、あるいは、海外の日本の商工会や、海外インフラ展開法で海外事業ができるようになっ

た独立行政法人、こういったありとあらゆるプレーヤーを巻き込んで、体制を構築していく

ことが必要で、ＪＯＧＭＥＣには、サッカーのボランチのように、司令塔としてパスを出し

ていくといったような動きをしていっていただければと思っております。 

 ２点目は、制度面への取組です。今後、脱炭素燃料に向けて政府支援が様々入っていくと

思いますが、支援してそれで終わり、になってはならないと思います。支援の結果、どうい

ったサプライチェーンができるのか、どういった契約の立てつけになるのか、そういったと

ころまで幅広く見渡して、前倒しで対応を図っていくことが大事かと思います。 

 ＬＮＧに関しては、仕向地条項が入った後に、事後的にそれをひっくり返そうと日本政府

は大変にご苦労されたわけですが、そういったことがなるべく起きないよう、何が日本裨益

なのか、何を支援対象とするのか。ＪＣＭか、それとも、日本の国内の排出量削減か、とい

った検討をしていっていただければと思います。 

 すみません。ちょっと時間が押しておりますけれども、３点目で、化石燃料との向き合い

方の検討は継続してやっていっていただきたいと思います。 

 資料の中で、豪州の一般炭に関する上流投資が細っていった結果、コスト高にあえいでい

るという記載がありましたけが、脱炭素に向けた動きの中で予見できた事態ですので、それ
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に対して、事後的に大変だと対応策を検討するのではなくて、事前にシナリオを描いて、高

値になってもやむを得ないとして政策を実行するのか、それとも、プレーヤーによって取れ

るリスクの深さやタイムスパンは違うでしょうが、リスクをとれる人の間で分担していく

前提で制度を組み立てていくのか、その辺りの検討も引き続き必要かと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 島さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで参加の宮島委員、お願いいたします。 

○宮島委員 

 ありがとうございます。音声は大丈夫でしょうか。 

○隅分科会長 

 はい、大丈夫です。 

○宮島委員 

 ありがとうございます。 

 まずは、今回のＧ７、大変ご苦労されたと聞いていますけれども、特に、国による多様な

状況に対して、ちゃんとそれぞれでやっていくというところが共有できて、非常によかった

と思っています。 

 そんな中で、今回、こうしたことを共有できたんですけれども、全体的にいろんな国が自

国主義になりがちな今の傾向については心配があるかと思います。例えば、今回、資料にい

ただいたオーストラリアですけれども、たった今は、オーストラリアも恐らく日本からの投

資が非常に重要だというところも含めて、心配はないという結論にはなっているんですけ

れども、いろいろな国で、政権の状況、いろんな形が変わったときに、急に状況が変わるの

ではないかというような心配は、様々な関係者にあるのではないかと思います。こうしたこ

との情報をみんなで共有していくことというのが今すごく重要なのではないかと思います。 

 そう思ったのは、例えば、例として、オーストラリアで多い石炭はどうなるのかなという

のがあると思うんですけれども、規模が小さい事業者が国内に、つまり、ここのこの分科会

ではあまり議論されないような事業者が一つの燃料にすごく頼っていることがございます。

例えば、国内の主要の産業の事業者で今の段階では、国内産の塩をつくるのにほぼ工場が石

炭に頼っています。最近になって、石炭でずっとやっていったらまずいんじゃないのという

ことに気がついて、じゃあ、工場を全部変えようということにはなったらしいんですけれど

も、全部、ＬＮＧ対応にしようかみたいな議論にもなったりするんですね。いや、ＬＮＧは

今はできるかもしれないけど、その先が分からないよと。じゃあ、工場を何年ぐらい維持す

るのか、どういった形にすればいいのと。いろいろな事業者が規模は小さくて、こちらが常

にケアをしている事業者じゃなくても、それぞれにそういう悩みや疑問があると思います。

だけど、国の全体の状況の情報を得るのは非常に難しいというふうに彼らも言っていまし

た。 
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 もちろん先行きは分からないので、国も分からないところがいろいろあると思うんです

けれども、できるだけ、いろいろな分野の人たちが今の最先端の情報に触れるような形の、

まさに、情報プラットフォームみたいなものは、事業を継続する上では必要ではないかと思

います。 

 これは、事業者だけではなくて、例えば、自治体ですとか、保安関係ですとか、人材をつ

くっていく上でも、ある程度の時間が必要なので、そういった先行きをある程度は見れる形

の情報プラットフォームをつくるということは、一つ大切なのではないかと思います。 

 それから、今までも申し上げていた激変緩和に関してです。今回、激変緩和措置が収束に

向かうことになったことに対しては、本当によかったなと、皆さん、思っていらっしゃると

思います。 

 ただ、途中過程のいわゆる政策コミュニケーションに関しては、やはり課題があったんで

はなかったかと思います。特に、激変緩和だというふうに打ち出したんですけれども、途中

からは一般の人から見ると、一定の水準への価格抑制と思われるような状況でしたし、この

政策が永続できるものではないということが伝わっているわけでもないような気もいたし

ます。 

 もちろん緊急だったので、最初のうちにルールを全部決めておくということは難しいし、

政治の関係もありますけれども、できるだけ意味合いをはっきりして、そして、どうなった

ら閉じていくのか。実際、原油の価格が下がらなかったら、なかなか閉じにくかったかもし

れないと思うんですけれども、本来は、ずっと上がり続けたとしても、やっぱり閉じなけれ

ばいけなかったものだったと思うので、そういったことの覚悟も含めて、みんなで共有する

ためのコミュニケーションが必要だったのではないかと思います。 

 この後も、これが終わりではないのではないかと思うので、今回のよかったことや悪かっ

たことに関しては、評価をして、次に生かしていただければと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 宮島さん、ありがとうございました。 

 それでは、塚本さん、お願いいたします。 

○塚本オブザーバー 

 カーボンフロンティア機構の塚本です。２点だけ、コメントさせていただきます。 

 まず第１点目は、今、島委員ないしは宮島委員からもコメントがございましたけれども、

やっぱり石炭についての状況、実相をきちんと把握すべきではないかと思っておりまして、

まさしく、一定の国等に頼ると、エネルギーの安定供給というものが、今、大変問題になっ

ているわけですけれども、石炭はご案内のようにＣＯ２が相対的に出るということで、関係

者は最大限のカーボンニュートラルに向けた取組は進めておりますけれども、やはりこの

トランジション期間、この時間軸もありますから、そういう中で、いま一度、リスクやエネ

ルギーの安定供給の観点、それから、今おっしゃったようなユーザー側の、小規模ユーザー
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側の実相も含めて、石炭についての位置づけといいますか、その辺については、議論をして

いただければと思っております。 

 また、石炭の場合には、水素とかアンモニアの、これ、ガス化しますと、そういうものも、

当然生産ができるわけですが、そういう面もよく注視していただければと思っています。 

 それから、２点目ですけれども、ＣＣＳですけれども、今、事業法の整備等、準備をされ

ているということで、大変期待しているわけでございますし、また、広島首脳コミュニケの

中でも、ＣＣＵとかＣＣＳに対する重要な側面が指摘されておりますけれども、これまで国

が進めてこられましたＣＣＳに関する適地調査とか、いろんな技術開発とか、そういうもの

について、関係省庁が一体となって進めていただきたいなと思っております。 

 それから、ちなみに、当機構は石炭エネルギーセンターと従来言っておりましたけれども、

いろいろな諸般の事情がございまして、よりカーボンニュートラルへということで、カーボ

ンフロンティア機構という名称を４月１日にしておりますので、引き続き、ご指導よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 塚本さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで参加の縄田委員、お願いいたします。 

○縄田委員 

 聞こえますか。 

○隅分科会長 

 はい、聞こえております。 

○縄田委員 

 では、重要鉱物の安定確保に関する政策について、述べさせていただきたいと思います。 

 現在、資源国における開発や輸出規制等が起こっておりますし、今後、ますますそれらが

強まるということは予想されます。したがって、我が国においても、これら、重要鉱物の安

定確保に力を入れなければならないというのは、当然のことではないかと思います。同じく、

今までは鉱石で輸出していたのが、付加価値の高い形でないと、輸出しない。今までは、鉱

石、さらには金属、さらにもっと言うと、例えばバッテリーにしないと輸出していないとい

うようなことが将来的には起こり得ると思います。 

 すなわち、開発、安定確保のためには、我が国の立場、資源国の立場に立って、当然、経

済開発に資する。さらには、環境等に考慮した政策が必要ではないかと思います。 

 そのためには、資源開発といった上流部門だけではなく、各種のユーザーを含めた全体的、

言わば、オールジャパンとしての対策が必要ではないかと。これは、もう既に世界の国々で

はそういう体制に動きつつありますので、我が国も遅れないように、早急にそういった意味

での資源外交を進めるべきではないかと思います。 

 以上です。 
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○隅分科会長 

 縄田委員、ありがとうございました。 

 ウェブでご参加の坂井さん、お願いいたします。 

○坂井オブザーバー 

 全石連の坂井でございます。聞こえますでしょうか。 

○隅分科会長 

 はい、聞こえております。 

○坂井オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 私からは合成燃料の商用化の前倒しの点と激変緩和事業の２点について、ご意見申し上

げたいと思います。 

 まず、合成燃料の点でございますが、資料５のカーボンニュートラル燃料普及の在り方に

ついてということで、簡単に５点だけ申し上げたいと思います。 

 前倒しについて、進めていただくことについては、強く賛同するところでございます。 

 まず１点目としまして、８ページ目のロードマップの改定案がございますけれども、こち

らにつきましては、供給側である既存インフラであるＳＳネットワークを、今後活用し、供

給、販売していくことになることからぜひロードマップの中に、既存インフラであるＳＳネ

ットワークの維持強化、機能強化について書き込んでいただければと思います。 

 ２点目、合成燃料は、お話もありますように、導入当初は少量で、かつ価格も高いという

面があろうかとございます。そのために、普及するためには、ＥＶの補助金と同様、購入者、

すなわち消費者に対します負担軽減措置と申しますか、そういったような補助金導入等で、

抜本的な支援の強化をお願い申し上げたいと思います。 

 ３点目は、航空機分野のＳＡＦは、2030年に 10％というような国際ルールが出されてい

るわけでございますけれども、ぜひ、合成燃料、自動車分野におきましても、情報発信プラ

ットフォーム等を通じまして、国際的なルール化について、ご議論をお願い申し上げたいと

思います。 

 四つ目、バイオ燃料についてであります。趣旨として、ＥＶ一辺倒にならないように、燃

料の脱炭素化を進めるということ、そのつなぎとして、バイオ燃料を導入することについて

は理解するものでございますけれども、バイオ燃料には、水分混入等の課題も幾つかあろう

かと存じます。ＳＳでの安全確保のための対策等については、ご配慮をお願い申し上げたい

と思いますが、本資料でも、新たな検討の場を設置する予定と書かれてございますので、ぜ

ひお願い申し上げたいと思います。 

 五つ目として、合成燃料につきましては、チリの「Ｈａｒｕ Ｏｎｉ」プロジェクト等、

海外でも有望なプロジェクトが幾つかあろうかと存じます。先ほど、資料４でＪＯＧＭＥＣ

の髙原委員からもご説明がご丁寧にございましたけれども、チリをはじめとする合成燃料

やグリーン水素等のそういった海外プロジェクトに対しまして、民間からも積極的に入っ
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ていけるようなためにも、国からのご支援の拡大の強化をお願い申し上げたいと思います。 

 最後に、激変緩和事業でございます。ご説明いただきましたように、６月以降、補助金が

縮減するという方向ではございます。我々、ガソリンスタンドの流通の現場において、混乱

が起こらないように、ぜひソフトランディングで対応をお願い申し上げたいと思いますし、

何をもっても、ガソリン価格がこれから上がっていくことについて、国民、消費者、需要家

の皆様方など各所に対しまして、しっかりと政府としてＰＲをお願い申し上げたいと思い

ます。また、万が一、再び原油価格が高騰するような場合におきましては、柔軟なご対応を

お願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 坂井さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで参加の中西委員、お願いいたします。 

○中西委員 

 ありがとうございます。 

 聞こえますでしょうか。 

○隅分科会長 

 はい、聞こえております。 

○中西委員 

 私からは、資源外交について、少しコメントさせていただいて、あと、短くそのほかの点

についても、幾つかコメントさせていただければと思います。 

 資源外交について、資料４でご説明ありがとうございました。今、政府、ＪＯＧＭＥＣで

どういうことをやっているか、あるいはやろうとしているかについて、知らせていただいた

のはよかったと思うんですけど、これから体制を整備されていくということで、準備をされ

ているということだと思います。 

 その上で、一つは、資料では、24 か国ですか、といったような国に絞ってということの

ようですけれども、例えば、資料３ではロシアについてご説明があったわけですけれども、

ロシアは入っていないわけですね。政治的な理由等で、そういうことかもしれませんけれど

も、ロシアに限らず、やはり現在の資源外交ということを考えると、とりわけレアメタルな

どはいろいろな地域で潜在的には分散して、利用可能性があるものだと思いますから、でき

るだけ幅広く対象をあまり限定せずに調査する。そして、カテゴリーで五つぐらいに分けら

れるというのも、一つのアプローチではあると思うんですが、まずは幅広く数多くの国でで

きるだけ正確なデータベースを集積して、利用可能なようにするというような考え方が必

要ではないかと思います。 

 その点で、髙原理事長からもお話がありましたけれども、やはりＪＯＧＭＥＣ単独では、

いろいろな点で難しいところがあると思いますので、ＭＥＴＩはもちろんですけれども、寺

澤理事長のＩＥＡでありますとか、あるいは財務省、ＪＩＣＡ等が既に各国別にはかなり情
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報でありますとか、あるいは日本のＯＤＡ、ＪＥＴＲＯ等の情報というのがあると思います

ので、そういうものを相互に使い合って、資源の観点から各国にどういう潜在可能性なり、

課題があるかということを、まず、きちんと精査するということを進めていただければとい

うふうに思います。それが第１点です。 

 そのほか、全体を通じての既存の政策のレビューというようなことが幾つか必要かなと

思いまして、一つは、資料３で触れられました海洋基本計画の話ですけれども、こちらは、

もう今度、第４期の基本計画だと思うんですけれども、海底資源開発については、ずっと変

わらないような内容が記載をされているということで、あまり現実的には進展していない

ことが伺われる状況だろうと思います。 

 これについては、政府、内閣府等で、あるいは国交省等が主体になっているのかも分から

ないんですけれども、やはり資源の観点からしても、必要なものは、あるいは実現可能性が

あるものはより重視し、あまり実現可能性がないものはフェードアウトしていくというよ

うなメリハリが必要ではないかなと思います。 

 それから、資料５の新型の燃料ですけど、ＳＡＦというのは実現性がかなり高いものだと

思いますけれども、ｅ－ｆｕｅｌについては、寺澤理事長もおっしゃっていましたけれども、

実際に利用可能になるかどうかということになると、世界的に見ると、かなり疑問符がつく

ものではないかと思います。開発を検討するなり、一定の研究開発を行うなりということは、

正当化できると思いますけれども、お話の内容からすると、状況に合わせて前倒しを図って

いくということのようなんですが、前倒しを図るのは結構ですけれども、結局、それで、補

助金で価格を下げるというようなことになっていくと、何のためにやっているのかよく分

からなくなりますので、その点については、十分注意が必要かなというふうに思います。 

 最後に、資料６の備蓄関係ですけれども、お話の中で、国家安全保障戦略のシーレーン防

衛の話がありまして、もちろんシーレーン防衛の観点も当然ながら重要なんですけれども、

やはり現在の国家安全保障戦略の考え方からすると、日本の本土防衛の観点、あるいは継戦

能力といったようなことが基盤になっております。その観点からすると、日本の備蓄施設の

安全保障、安全管理といいますか、端的に言えばミサイル攻撃の可能性にどう対処するかと

いうようなことも検討課題でありますので、これについても、やはり政府内で防衛省、ある

いは内閣府等との意見交換なり、情報交換をしていただければと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 中西さん、ありがとうございました。 

 それでは、ご参加の木藤さん、お願いいたします。 

○木藤オブザーバー 

 石油連盟の木藤でございます。 

 本日ご提示いただいた二つの議題につきまして、石油業界としての考えを申し上げたい

と思います。 
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 まず、１点目であります包括的な資源外交につきましては、ＪＯＧＭＥＣの的確な現状分

析の下、提言は的を射ているというふうに考えます。伝統的安定供給国として整理された中

東産油国は、原油に加えて、水素、アンモニアも将来有望であるということから、政府にお

いても、これまで以上に積極的かつ重点的に資源外交を展開していただくようにお願いす

るものであります。また、石油業界も、石油の安定供給とＧＸを両立するトランジションを

引き続き図ってまいりたいと思います。 

 次に、カーボンリサイクル燃料についてですが、政府のさらなる積極的支援によりまして、

カーボンニュートラル燃料に官民一体で取り組むことが示されたということについて、賛

同いたします。その中で、話題になっております合成燃料ｅ－ｆｕｅｌにつきましてですが、

2030 年代前半までの商用化前倒しに向けて、ＧＩ基金拡充や、国産に加えて、海外プロジ

ェクトへの参画等による早期供給を目指す事業者を支援するロードマップ改定案に賛同い

たします。石油業界も、これらの取組については、商用化を前倒しにチャレンジしてまいり

たいと思います。 

 一方で、先ほども出ておりましたが、国際ルールの整備等々、課題は多くございます。こ

の辺りはしっかりＣＯ２削減、価値を消費国側に帰属させる方向で、政府として、諸外国と

の共同ワークショップを通じた連携等により、国際ルールの整備を加速していただくよう

にお願いする次第でございます。 

 支援策につきましては、ＳＡＦの項では、市場が未成熟な段階で、政府がＣＡＰＥＸ、Ｏ

ＰＥＸ両面での技術開発実証に対する積極的支援を講じるとされています。これは、極めて

有効かつ必要な施策であります。ｅ－ｆｕｅｌに関しましても、このような形で、ご支援を

いただければと思います。また、支援策と併せまして、規制的措置が講じられることについ

ては、予見性を高める上では有効であるとは思います。やむを得ない施策と考えますが、他

方で、商用化の不確実性が高い中で、導入義務ではなく「目標」とすることや、技術開発の

進展などに応じた目標達成時期、あるいは数量を不断に見直していく等の柔軟措置、輸入も

認める形で行っていくことが必要だろうと思います。加えて、事業者の予見可能性を高める

ために、自動車部門、あるいは航空部門、これは外航も含めて確度の高い中長期の需要見通

しを示していただくことも必要だと思います。 

 本日の議論にはありませんでしたが、カーボンニュートラル燃料国産化の成否というの

は、やはり再生可能エネルギーや原子力などのゼロエミッション電源の確保というのが極

めて重要であります。政府におかれましては、引き続き、必要量の確保にご尽力いただきた

いと思います。 

 石油業界は、合成燃料ｅ－ｆｕｅｌやＳＡＦを含めたカーボンニュートラル燃料の普及

促進に向けて、引き続き最大限チャレンジをしてまいります。政府におかれましては、石油

業界の取組に対し、大胆、かつきめ細かな支援、措置を引き続きお願いしたいというふうに

考える次第です。 

 どうもありがとうございました。 
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○隅分科会長 

 木藤さん、ありがとうございました。 

 それでは、お隣の中原さん、お願いいたします。 

○中原オブザーバー 

 石油鉱業連盟の中原でございます。 

 大きく３点、コメントをさせていただきます。 

 １点目は、Ｇ７広島サミットでは、脱炭素化に向けた各国の多様な道筋が認められて、エ

ネルギー安定供給の観点から、天然ガスへの投資継続、これが容認されたことを高く評価い

たします。 

 一方で、ご案内のとおり、世界的に石油、天然ガスへの投資不足、これによる今後の供給

不足のリスクが増大しているというふうに認識しております。つきましては、政府におかれ

ましては、我が国、企業の開発投資に対する公的支援、ＪＯＧＭＥＣ、ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ

等の公的支援を引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目、ＣＣＳですが、ＣＣＳ長期ロードマップ検討会の最終取りまとめに沿って、先進

的ＣＣＳ支援事業の公募開始など、既に具体的なアクションが開始されているところであ

ります。2030 年にＣＣＳ事業を開始するために、早期に事業環境の整備をする必要がある

と認識しております。そうした中で、このＣＣＳ事業環境整備の前提となりますのが、ＣＣ

Ｓ事業法でございます。ＣＣＳ事業法の速やかな制定をぜひとも実現していただきたいと

思います。さらには、貯留適地調査、それから事業環境が整うまでのＣＡＰＥＸ、ＯＰＥＸ

に対する全面的な支援、財源確保をお願いいたします。 

 最後に、資源外交でございます。本日お示しいただきました官民一体で、それからエネル

ギー資源のみならず、鉱物資源、それから水素、アンモニアも含めた、また国別の戦略的な、

また継続的なアプローチという方向性について、支持いたします。 

 そうした中、やはりエネルギー安定供給の観点から、引き続き中東、東南アジア、オセア

ニアを中心とした産油国、産ガス国、これらの関係強化、深化、これが重要と考えます。こ

れらの国々は、従来型の資源と同時にＣＣＳ、ＣＣＵＳをはじめ、ブルー、グリーンの水素、

アンモニア、こうしたつながりも出てくると存じます。それから、カーボンニュートラル実

現という観点から、アジア域、アジア、オセアニア全体でのネットワークの構築というのが

重要と考えております。 

 ただ、これらの国々の間では、例えば先ほどもご説明がありました一部の国では、資源政

策に関する規制の見直しとか、ＣＣＳ、水素、アンモニア、こういう事業推進に関わる制度

整備がなされている、なされていないとか、カーボンクレジットを巡る方向性、何よりもこ

れらの国の経済成長のフェーズの違いとかがありまして、非常に課題が多いというふうに

認識しております。これらの課題を解決して、双方にとって利益となる資源戦略を構築して、

強力な資源外交が展開され、Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ

ｉｐの構築を強く期待するものであります。 
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 最後に、ちょっと細かいお願いなんですが、本日ＪＯＧＭＥＣさんの資料の 17ページで、

分析対象国にパプアニューギニアの記載がありませんでしたが、カントリーリスクが非常

に高いんですが、天然ガス、それから鉱物資源もそこそこある国でありますし、それから何

よりも日本から近いということと、親日国でありますので、ぜひとも検討に加えていただけ

ればと存じます。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 中原さん、ありがとうございました。 

 ウェブで参加の廣瀬委員、お願いいたします。廣瀬委員。 

○廣瀬委員 

 廣瀬でございます。 

 本日、現場で参加をしたかったんですけれども、ちょっと９時までに委員会が入ってしま

ったことで、ウェブの参加となりますことをお許しください。 

 私からは、Ｇ７に関することで、一つ、コメントと申しますか、ちょっと伺いたいという

ことで、発言をさせていただきます。 

 Ｇ７の中で、今回、いろいろな進展があったことについては、非常に高く評価をしており

ますし、グローバルサウスの面につきましても、いろいろなご配慮があったというふうには

思っているんですけれども。昨今、このエネルギー問題は、ウクライナ侵攻にかなり関わっ

ているということを考えますと、やはりもう少し石油などに関するグローバルサウスの今

のアクセスの度合いというのも考えるべきことだったのではないかというふうに感じてお

ります。 

 今回のＧ７の流れにつきましては、中国、そして、ロシアが非常に反発をしているという

のはご案内のとおりではございますけれども、札幌のエネルギーに関する会談については、

実は、ロシアは、先進国の足並みが崩れたということで、むしろ、ロシアにとっての勝利と

いうような見方をしている向きがございます。 

 かつ、今、ロシアの継戦能力を支える上で、実は非常に大きな役割を果たしているのが中

国、インドというところでありまして、インドは特に戦争が始まる前よりも 10倍ぐらいの

石油を買っておりまして、かつインドはそれを自国で精製することによって、例えば軽油で

すとか、ディーゼルオイルをヨーロッパに売ると。そして、大量の、実はもともとはロシア

産だったものを、ヨーロッパが買っているというような現実もございます。 

 こういう中で、インドに今の行動をやめろというのも、やはりインドとしましてもグロー

バルサウスという自負があり、やめる必要はないというようなことも考えているようです

ので、そういうような、仮に、ロシアとの取引をやめても、エネルギー問題でやっていける

ようなグローバルサウスに対する配慮も設けつつも、より総合的なエネルギーに関する考

え方、そして国際的合意ということも必要だったのではないかというふうに思っておりま

す。 
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 以上でございます。 

○隅分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ウェブ参加の西澤委員、お願いいたします。 

○西澤委員 

 聞こえますでしょうか。 

○隅分科会長 

 はい、聞こえております。 

○西澤委員 

 私からは、２点申し上げたいと思います。 

 １点目は、本日の資料であまり具体的な言及とはなっていないんですが、豪州との資源外

交についてであります。特に、ＬＮＧとか、その上流ガス田開発の場合、兆円単位での資金

が必要でありまして、何年もかけて練り上げた開発計画、それから、エンジニアリング、こ

れらを基に投資決定を行っております。したがいまして、長期間にわたる投下資本の回収を

可能ならしめる当該国の制度の安定性とその予見可能性というものが大前提になります。

万が一、投資決定後に税金とか環境対応関連などの制度が大幅に変更になるというのであ

れば、やはり投資の不確実性が高まりますので、投資が困難になると言わざるを得ません。

また、投資決定前のプロジェクトにおいても、政策がふらつくようだと、開発計画とか、エ

ンジニアリングの見直しが必要となりますので、それだけで年単位の遅れが生じかねない。

また、最悪の場合には、最終的に開発中止となりかねないということであります。 

 豪州のガス田開発は、これは日本のみならず、アジア・オセアニア域における経済成長と

その低・脱炭素化両立を追求する上で不可欠でありますので、豪州の資源政策が過度に変更

されたり、予見性が失われたりすることがないよう、これまでも有効かつ強固な信頼関係を

構築してきた日豪間でありますが、そのさらなる連携、相互理解に向けて、豪州政府へ改め

て働きかけをしていただきたいなというふうに感じております。 

 一方で、資料３の６ページにありますＡＤＧＳＭですね、国内のガス安全保障制度の改正

ですが、これにつきましては、豪州東海岸でガス不足が生じた際には、状況次第ではあると

思いますが、需要国側もできる限り協力する姿勢を示すことで、いたずらに豪州の世論とか、

資源ナショナリズムを刺激しないように配慮することも必要だなというふうに感じており

ます。 

 ２点目は、メタネーションについてであります。こちらは、カーボンニュートラル燃料普

及の在り方というところと関係いたしますが、メタネーションによって製造されるｅ－ｍ

ｅｔｈａｎｅを原料とするＬＮＧも、しっかり政府にサポートしていただきたいと思って

おります。 

 日本のエネルギー需要の６割は熱需要でございますので、これは電力ではなかなか置き

換えが難しい分野だと思います。ガソリンとかジェット燃料などの輸送分野で、合成燃料と
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かＳＡＦの重要性、これはもちろん理解できますし、その開発と普及の推進に全く異存はご

ざいませんが、電化で置き換えられない産業用を含む熱需要については、前回の分科会でも

申し上げましたとおり、メタネーションによって製造されるｅ－ｍｅｔｈａｎｅを原料と

するＬＮＧが最も有力な選択肢と考えております。ｅ－ｍｅｔｈａｎｅをＬＮＧとして輸

入するに際しては、既存のＬＮＧの液化設備、輸送船、それから国内のＬＮＧの受入基地、

その先の配管網ですね、これらサプライチェーン全域にわたる膨大な既存のインフラをそ

のまま活用できます。銅管を例に取りますと、総延長が日本に 26万キロメートルにもあり

ます。このインフラを水素など新たな燃料に合わせて整備し直すということは、コスト、労

働力、時間の面で不可能だと考えておりますし、既存のインフラをそのまま活用できる。こ

れは非常に大きなアドバンテージとなります。その意味でも、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅの導入を

加速することは重要であり、アンモニアや水素と同様に、実現の可能性をにらみつつになり

ますが、適切な補助金の導入も含めた支援策を、ぜひとも、ご検討いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○隅分科会長 

 西澤さん、ありがとうございました。 

 それでは、ご参加の村木さん、お願いいたします。 

○村木オブザーバー 

 ありがとうございます。クリーン燃料アンモニア協会の村木でございます。 

 今日、資料にございましたＧＸなど、環境変化を見据えた資源外交の提言について、大変

期待をしておりまして、１点、コメントをさせていただきます。 

 今、私どもは、新たなクリーン燃料アンモニアのサプライチェーン構築に向けて、かなり

具体的に官民連携をして進めております。そういった中で、燃料アンモニア導入推進官民協

議会の中間取りまとめの中で、答申をしておりますけれども、日本企業が再生可能エネルギ

ーや天然ガスの開発、そして、クリーンアンモニアの製造といった上流からサプライチェー

ン全体に大きなプレゼンスを発揮して、強固でコスト競争力のあるサプライチェーン構築

を目指していくということにしております。 

 特に、これからクリーン水素、アンモニアへの国の大きな支援策が導入される中で、この

支援策が海外上流企業への国の資金の流出にならないように、この支援策を活用して、レバ

レッジを利かせて、日本の脱炭素化、経済、産業に貢献できるようなスキームの構築を目指

していくべきと考えております。 

 こうした中で、今回の新しい資源外交の在り方に基づき、エネ庁さん、ＪＯＧＭＥＣさん

と協議をさせていただいて、官民一体となった新たな資源戦略、の構築を進めてまいりたい

と思っております。そういった意味で、新たな資源外交の構築については、大変期待をして

おります。 

 ありがとうございます。 

○隅分科会長 
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 村木さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで参加の佐々木さん、お願いいたします。 

○佐々木オブザーバー 

 ありがとうございます。電気事業連合会の佐々木でございます。 

 私からは、発電用燃料の確保に関して、コメントをさせていただきます。 

 昨年来、ウクライナ情勢の悪化に伴い、発電用燃料の確保が不確実性の高い状況が継続し

ております。昨年度の冬は、幸いにも欧州が暖冬となったということや、中国をはじめとす

るＬＮＧ需要の減少もあり、日本国内においては、深刻な燃料不足に至ることはございませ

んでした。足元では、市況価格も落ち着きを見せておりますが、次の冬に向けて、欧州のガ

ス在庫の状況、燃料産出国における供給途絶のほか、世界的な需要の増加などが引き続き大

きなリスク要因となると考えております。 

 化石燃料の安定確保につきましては、長期的な需要が見通しづらい中で、事業者のリスク

テイクによる長期契約の締結が困難な状況であり、中長期的には、ＪＯＧＭＥＣを通じたリ

スクマネーの供給、そして、短期的には経済安保の観点でご検討いただいている戦略的余剰

ＬＮＧの確保を含めて、官民が一丸となって取り組むことが重要と考えております。また、

昨年度は、ＬＮＧだけではなく発電用石炭の価格につきましても、過去に例を見ない水準ま

で高騰する場面が見られました。 

 本日の資料にも記載のとおり、カーボンニュートラルの潮流の中、石炭からの世界的なダ

イベストメントが進み、需給構造が変化することで、石炭調達を取り巻く環境は一層厳しい

ものになることが懸念されます。他方で、当面の間、石炭は我が国のエネルギーセキュリテ

ィー上、不可欠な燃料であることも事実でございます。 

 私ども電気事業者も、安定的かつ低廉な燃料調達と着実なＣＯ２削減の両立に資する取組

を最大限推進してまいる所存ですが、足元のエネルギー安定供給を支えるＬＮＧ、そして石

炭の安定確保につきまして、引き続きのご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

○隅分科会長 

 佐々木さん、ありがとうございました。 

 それでは、ご参加の平野委員、お願いいたします。 

○平野委員 

 ありがとうございます。 

 私からは、少し総論めいたことになりますけれども、本日、各委員の発言を聞いて、短期

的には資源価格が落ち着きを見せていること、あるいは、この間のＧ７の会議においても、

一定量の国際的なコンセンサスがエネルギー政策について取れたということは、これは朗

報でありますけれども、むしろ我が国を取り巻く資源エネルギーの環境というのは厳しさ

を増しているという認識を今日改めて思いました。 

 このエネルギー安定供給とＧＸの実現ということに関して、環境が厳しくなっている最
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大の要因というのは、国内外において、政府が認識しているよりも民間のダイベストの動き

というのは加速をしているという感覚を持っております。それは、上流サイドにおきまして

は、やはり化石燃料系資源の新規の開発とに関します投資が激しく絞り込まれつつあると

いうことであって、この供給サイドが絞り込まれるということになると、一定の需要に対し

て、今度は、獲得の競争がさらに激しくなってくる。また、価格がさらに今度長期的にはま

た再高騰していくという、こういうことの可能性が相当高いんではないかと懸念しており

ます。 

 また、需要サイドのほうについても、これは様々な産業界が中心になりますが、一つはＥ

ＳＧに代表されるようなマーケットの圧力が高いということ、それから、重要化にとってエ

ネルギー政策の安定性が実はあまりなく、投資の予見の可能性が低いということの結果、需

要サイドのほうにおいても、ダイベストの動きが起きてきているということがあって、今議

論しているような国の政策とのミスマッチというのが広がりつつあるのではないかという

問題意識を今日持ちました。 

 したがいまして、次期のエネルギー基本計画ということを考えていく上においては、改め

て供給サイドと需要サイドの同行の認識を一新していく必要があるのではないのかと強く

思っている次第です。 

 その動きが資源国が広がってきているということは、先ほどご説明があったとおりで、ま

さにそうだろうと思っています。そういう中において、各国とも実は自国優先が強くなり、

また政策競争が激しくなっているのだろうと思います。そういうところに対しては、これま

での資源外交という概念それ自体も、経済安全保障という要素も取り込んで、より戦略的な

取組ということを有力国に対して組んでいく必要があるのではないでしょうか。その際に

は、ほかの省庁と連携をするということは言うまでもないことですけれども、伝統的な資源

外交という発想から、むしろ戦略的アライアンス関係を資源国との間で長期的に組んでい

くような方向に、資源政策を見直していくということも必要ではないでしょうか。 

 私からは、以上２点です。 

○隅分科会長 

 平野さん、ありがとうございました。 

 それでは、ウェブでご参加の早川さん、お願いいたします。 

○野口オブザーバー 

 ガス協会の野口でございます。聞こえておりますでしょうか。 

○隅分科会長 

 はい、聞こえております。 

○野口オブザーバー 

 ありがとうございます。早川の代理で、２点、発言させていただきます。 

 １点目は、資料３のＬＮＧ調達についてです。豪州の温室効果ガス排出削減制度の動向や

サハリン２プロジェクトの動向等、いまだ不透明な要素もあるため、業界としても、国際状
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況を引き続き注視し、安定供給に努めてまいります。国、政府におかれましても、国内のエ

ネルギー安定供給に影響が生じないよう、各国へのご対応を引き続きよろしくお願いいた

します。 

 また、先般、開催されましたＧ７大臣会合においては、冒頭、定光資源・燃料部長からも

ございましたが、公式声明に多様な道筋やＳ＋３Ｅを同時に実現することの重要性を再確

認と示されるなど、様々な脱炭素に資する方針を推進する中でも、エネルギーの安定供給に

最大限留意する方向性が示されたと受け止めており、日本政府の皆様のご尽力に感謝申し

上げるとともに、業界としても大変心強く感じております。 

 ２点目は、資料５についてです。弊会としても、都市ガスのカーボンニュートラル化を

2050 年までに達成する目標を掲げていますが、ご説明いただいたｅ－ｆｕｅｌ同様、ｅ－

ｍｅｔｈａｎｅも同じ合成燃料としてカーボンニュートラル実現の切り札として位置づけ

られるものと認識しています。Ｇ７大臣会合の公式声明においても、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅは、

カーボンリサイクル燃料として明記され、2050 年のネットゼロ達成に資するものとして位

置づけられたものと認識しています。 

 また、その普及のためには、国際的な認知と環境価値の扱いについてのコンセンサスが課

題であり、将来的な商用化に向けては、その投資、意思決定において、利用時のＣＯ２排出

はゼロ、つまり、環境価値はカーボンニュートラル燃料の購入者に帰属するというルールが

必要不可欠と考えています。 

 このたび、資源エネルギー庁様に新たに組織される新体制においては、カーボンニュート

ラルの実現へ向け、さらなるリーダーシップを発揮いただけると期待しており、他のカーボ

ンリサイクル燃料同様、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅの普及拡大へ向けた対応についても、併せてご

対応いただけるものと期待しています。 

 今後の課題解決に向けては、我々、関係業界としても、官民連携のような形で積極的に協

力させていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 野口さん、ありがとうございました。 

 それでは、ご参加の吉田さん、お願いいたします。 

○吉田オブザーバー 

 ありがとうございます。ＬＰガス協会として、発言いたします。 

 本日の資料６におきまして、ご提案いただきました備蓄目標、ＬＰガスにつきましては、

国家備蓄 50日分、それから民間備蓄 40日分というなことでありますが、これについては、

異存はございません。 

 ここで、最近のＬＰガスの供給において、新たな海上輸送上の課題も少し出てまいりまし

たので、ご案内したいと思います。 

 日本に対する供給源といたしましては、ＬＰガスの場合は、米国依存が約６割強というふ
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うな水準で推移しておりまして、中東依存の低下というな意味におきましては、好ましいと

いうふうな面がある一方で、メキシコ湾からパナマ運河の通航が我が国への供給面におい

て重要な課題となってまいりました。 

 メキシコ湾におきましては、度々発生する濃霧により、海上輸送が混乱するほか、最近で

は、パナマ運河の慢性的な混雑というなことが、通航に多数の日数を要するようになったと

いうなことであります。 

 昨年の後半におきましては、パナマ運河通航に当たって、沖待ちと呼ばれる待機日数が 12

日間となるなど、日本への安定供給に障害となる可能性も出てまいりました。タンカーの日

本到着が遅れますと、その分、輸入企業に義務づけられた備蓄量の確保、これに影響が出て

くることもあり得ます。 

 日本ＬＰガス協会といたしましては、通航における予約、ルール上のＬＰガスの優先順位

の改善につきまして、パナマ運河庁に申入れを行い、直接の協議を行うなど努めております

けれども、なかなか短期間での解決は難しいというのが実情であります。 

 ＬＰガスの輸入元売り業界といたしましては、40 日分の民間備蓄を維持するため、より

着実な海上輸送の確保に努め、安定的な供給確保に努めてまいります。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 吉田さん、ありがとうございました。 

 それでは、藤井さん、どうぞお願いいたします。 

○藤井オブザーバー 

 ありがとうございます。天然ガス鉱業会でございます。 

 本日、資源外交、それからカーボンニュートラル燃料の普及等々、非常に興味深いもので

ございました。大いに賛同させていただきたいと思います。特に、ＪＯＧＭＥＣ様のご提案

につきましては、非常に興味深く拝聴させていただきました。 

 まずは、国内石油天然ガスの開発について、一言申し上げたいと思います。 

 海洋エネルギー・鉱物資源開発計画の策定につきまして、特に、海域での石油天然ガス開

発のみならず、ＣＣＳについても積極的に触れていただきたいというふうに考えておりま

す。また、海域にのみならず、陸域、陸のほうですね、陸域での石油天然ガス開発は、ＣＣ

Ｓ技術へもつながるものでございまして、非常に重要性が高いものというふうに考えてお

ります。また、同様に、天然ガスの地下貯蓄についても重要というふうに考えております。

ぜひ、これも検討していただきたいというふうに思っております。 

 さらに、政府として、早期実現を目指すこととしております次世代太陽電池、ペロブスカ

イト太陽電池の主原料でございますヨウ素の生産は、私どもの水溶性天然ガスの生産が欠

かせないものでございます。水溶性天然ガスの安定生産がヨウ素の安定供給につながるも

のと考えておりますので、ぜひご理解とご支援のほどをお願いしたいと思います。 

 ありがとうございます。 
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○隅分科会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、お隣の野崎さん、お願いいたします。 

○野崎オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 日本鉱業協会の野崎でございます。４月に就任いたしましたので、今回初めてでございま

すが、よろしくお願いします。 

 まず、近年のＪＯＧＭＥＣの予算や機能の強化拡充、また、経済安保推進法に基づく重要

鉱物の指定、さらにはＧ７における重要鉱物に関する５ポイントプラン等、非鉄金属の安定

供給を担う業界として、大変に心強く感謝申し上げます。 

 私からは、資源外交の在り方について、コメントを申し上げます。 

 まず、四つの視座による先行的 24か国の選定、類型化による分析、相手国に応じた戦略

パッケージの充実等は、今後の資源外交を強化する上で、極めて的確であり、全面的に賛同

するものです。その上で、実際に、世界各地で資源開発に携わる企業として、現場での経験

を踏まえ、意見を申し上げます。 

 近年の資源獲得の現場では、相手国からの要望は多種多様であり、かつ、それはますます

多様化、高度化してきています。例えば、ロイヤリティーの引上げや課税の強化により、よ

り多くの収入を得ようとする国々や、一方で、鉱石の輸出を禁じ、より加工度を高め、自国

内での高付加価値化に道を求める国々等、志向する方向は一様ではなく、それぞれの国の実

情に応じた詳細な戦略、きめ細かい対策が必要になっております。 

 また、鉱山開発では、生産施設への投資に加えて、道路、橋、港湾等の大型の社会インフ

ラ、さらには学校、病院等、生活環境の整備についても求められることがあり、様々な要望

に応える必要がございます。資源開発を専門とする一企業では対応し切れないこのような

要望や民間でリスクを取り切れない要望に対し、一定国の企業は、特にインフラ整備等に網

羅的に対応することにより、優位に権益を確保しているのが実情でございます。 

 これらに対抗していくためには、日本政府が機関、それぞれが有する機能、支援ツールの

一体的な運用や多様な産業分野の連携等、官と民、関係する全ての関係者が一丸となって取

り組むためのパッケージ化と、その推進体制の整備が必要不可欠であり、早期の実現を要望

するものであります。 

 さて、最後になりますが、こうした資源外交等により得られる貴重な資源を受け入れる国

内製錬所にとって、昨今の電力コストの増大は極めて深刻な課題です。サプライチェーンの

維持やリサイクル拠点の確保の視点からも、国際的に遜色のない電力確保の実現を切に要

望いたします。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 野崎さん、ありがとうございました。 
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 以上で、委員、オブザーバーのご発言は終わりましたので、ここで、それに対しまして事

務局より回答をいたします。 

○若月政策課長 

 ありがとうございました。 

 まず、２点、資源外交ですとか、もしくは、Ｇ７については、本当に多様なご意見いただ

きまして、ありがとうございます。今後、資源外交につきましては、さらに作業を深めまし

て、次回以降にご説明したいと思っております。 

 また、ＣＣＳにつきましても、本日の議題ではございませんけれども、大橋委員をヘッド

といたしまして、審議会の小委員会で議論を深めてまいりますので、こちらも、次回以降に

ご説明したいと思っております。 

 また、ＳＡＦにつきましては、細川のほうから。 

○細川石油精製備蓄課長 

 ｅ－ｆｕｅｌにつきましては、寺澤委員からも𠮟咤激励いただいたものと思ってござい

ます。あと、中西委員からも非常に客観的なご意見いただき、まさに何をやっているんだと

いうことにならないように、特に、やはり国内プレーヤーも国外の動きを見てということに

なろうかと思いますので、主要国、あるいは国際機関ともしっかり連携して、認知を高めて

いく努力をやっていきたいと思います。 

 あと、それに加えて、具体的な案件ですね、積み上げて、島委員ご指摘、あるいは木藤委

員からもご指摘のような国際ルールの必要な実績の積み上げをしていきたいと思います。

その際には、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅともしっかり連携してまいります。 

 あとは、坂井委員からご指摘ありましたバイオ燃料につきましては、ＳＳの皆様ともしっ

かり検討していく場で考えていきたいと思いますし、最後に、ＳＡＦにつきまして、目標、

木藤委員から各省庁と連携してということで、確度の高い需要見通しをしっかり出してい

きながら、要すれば見直しということも考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 ありがとうございました。 

 大分時間も迫っておりますけれども、今日は、各資料につきまして、皆様から大変貴重な

ご意見を賜りまして、ありがとうございました。 

 今、事務局からもありましたけれども、資源外交の在り方については、まだまださらなる

検討、報告をもらいたいと、このように思っております。また、合成燃料、ＳＡＦなどの話

の中で、厳しいご意見もいただきました。スピード感が足らないと、私もそう思っておりま

すので、この辺についてはさらなる対応を進めていただきたいと思います。 

 最後に、決議事項でございます。資料６、石油・ＬＰガス備蓄目標でございますけれども、

案にございます目標案につきまして、資源・燃料分科会として、了承したいと思いますけれ

ども、いかがでございましょうか。 
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○各委員 

 異議なし。 

○隅分科会長 

 ありがとうございます。それでは、今回の事務局案につきまして、資源・燃料分科会とし

て了承したものとさせていただきます。 

 本件については、今後、私のほうから総合資源エネルギー調査会に諮り、政府案とさせて

いただきます。 

 

３．閉会 

 

○隅分科会長 

 それでは、今日の議題は、これで全て終了をいたしました。 

 事務局から何かありますか。 

○若月政策課長 

 ありがとうございます。 

 次回の日程につきまして、６月23日金曜日の午後３時、15時からを予定してございます。

議題については、また決まり次第、ご連絡いたします。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事を終了いたします。長時間、ありがとうございました。 

 


